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軽 費老人ホl ム の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則等の一 部 を改正する規則をここに公布する。

令 和三 年 三 月 二 十 五日

石 川県知事谷 本 正

石 川県規則第八号

軽 費老人ホl ム の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則等の一 部 を改正する規則

( 軽費老人ホl ム の 設 備及び運営に関する基準を定める条例 施行規則の一 部 改正)

第 一 条 軽費老人ホl ム の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成二 十 四年石川 県 規則第五十一 号 )

の 一 部 を次のように改正する。

第 八条第一 号 中 「 委員会」の下に「(テレビ電話装置その他 の情報通信 機器(以 下 「 テレビ電話装置等」という。)

を 活用して行うことができるものとする。 ) 」 を加え、 同条第 三 号 中「研修」の下に「並びに感染症の予防及びまん

延 の防止のための訓練」を加える。

第 九条第三号中 「 委員会」の下に「( テレビ電話装 置等を活用し て行うことができるものとする。 ) 」 を加え、 同

条 に次の一 号 を加える。

四 前 三 号 に 掲げる措置を適切に実施するための担当 者 を置くこと。

第 九条の次に次の一 条 を加える。

( 虐待の発生又はその再発の防止のための措置)

第 十条条例 第 三 十 三 条 の 二 の 規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

一 当 該軽費老人ホl ム における虐待の防止のための対策を検討する委員会( テレビ電話装置 等を活用し て行う

こ とができるものとする。 ) を定期的に開催するとともに、その結果について、職員 に 周知徹底を図ること。

二 当 該軽費老人ホl ム における虐待の防止のための指針を整備すること。

三 当 該軽費老人ホl ム において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

四 前三 号に 掲げる措置を適切に実施するための担当 者 を置くこと。

(養 護老人ホ1 ム の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一 部 改正)

第 二条養護老人ホ1 ム の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成二 十 四年石川 県 規則第五十二 号 )

の 一 部 を次のように改正する。

第 三 条 第十一 項 第 一 号 中「栄養士」を「生活相談員、 栄養 士」に改める。

第 五条第一 号 中「委員会」の下に「(テレビ電話装置その他 の情報通信機器(以下「 テレビ電話装置等」という。)

を 活用して行うことができるものとする。 ) 」 を加 え、同条第 三 号 中「研修」の下に「並びに感染症の予防及びまん

延 の防止のための訓練」を加える。

第 六条第三号中「委員会」の下に「( テレビ電話装置 等を活用 して行うことができるものとする。 ) 」 を加 え、同
ー品

憲
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条 に次の一 号 を加える。

四 前 三 号 に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第 六条の次に次の一 条 を加える。

( 虐待の発生又はその再発の防止のための措置)

第 七条条例第二 十 九条第一一 項 の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

一 当 該養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員 会 (テレビ電話装置等を活用して行う

こ とができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員 に 周知徹底を図ること。

二 当 該養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

三 当 該養護老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

四 前三 号 に掲げる措置を適切に実施するための担当 者 を置くこと。

( 特別養護老人ホl ム の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一 部 改正)

第 三 条 特別養護老人ホl ム の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成二 十 四年石川 県 規則第五十三

号 )の一 部 を次のように改正する。

第 二 条 を削り、第三 条 を第二 条 とし、第四条を第三 条 とする。

第 五条第一 号 中「委員 会 」の下に「(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。 )

を 活用して行うことができるものとする。 ) 」を加え、同条第三 号 中「研修」の下に「並 びに感染症の予防及びまん

延 の防止のための訓練」を加え、同条を第四条とする。

第 六条第三 号 中「委員 会 」の下に「 ( テレビ電話装置 等 を活用して行うことができるものとする。 ) 」を加え、同

条 に次の一 号 を加える。

四 前 三 号 に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第 六条を第五条とし、同条の次に次の一 条 を加える。

( 虐待の発生又はその再発の防止のための措置)

第 六条条例第三 十 一 条 の 二 の 規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

一 当 該特別養護老人ホl ム における虐待の防止のための対策を検討する委員 会 (テレビ電話装置等を活用して

行 うことができるものとする。 ) を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員 そ の他の従業者

に 周知徹底を図ること。

二 当 該特別養護老人ホl ム における虐待の防止のための指針を整備すること。

三 当 該特別養護老人ホl ム において、介護職員 そ の他の従業者に対し、 虐 待の防止のための研修を定期的に実

施 すること。

四 前 三 号 に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第 七条第三 項 第 一 号 イ ω中 「 お おむね十人以下としなければならない」を「十五人以下の範囲において、原則と

し ておおむね十人以下とする」に改め、同号イ中川を削り、川刊を川とし、山仰を刷とし、同号イ山間中「第三 条 第三 項

第 一 号 イ」を「 第 二 条 第三 項 第 一 号 イ」に改め、同号イ中川を同とし、同号ロ凶中「第 三 条 第三 項 第 一 号 イ」を

「 第 二 条 第 三 項 第 一 号 イ」に改め、同号ハ凶中「第 三 条 第三 項 第四号ロ」を「第 二 条 第 三 項 第四号ロ」に改め、同

号 ニ中「 第 三 条 第三 項 第五号ロ」を「第 二 条 第三 項 第五号ロ」に改め、同項第二 号 中 「 第 三 条 第三 項 第 三 号 」を

「 第 二 条 第三 項 第 三 号 」に改め、同項第三 号 ロ中「第三 条 第三 項 第六号イ」を「第 二 条 第三 項 第六号イ」に改め、

同 項第五号ロ中「第 三 条 第三 項 第十号イ」を「第 二 条 第三 項 第十号イ」に改める。

第 九条を次のように改める。

( 準用)

第 九条第四条から第六条までの規定は、ユニット 型 特別養護老人ホl ム について準用する。 こ の場合において、

第 四条中「 第 二 十 六条第二 項 」とあるのは「第四十二 条 において準用する条例第二 十 六条第二 項 」と、第五条中

「第 三 十 一 条 第 一 項 」とあるのは「第四十二 条 において準用する条例第三 十 一 条 第 一 項 」と、第六条中「第三 十

一 条 の 二 」 とあるのは「 第 四十二 条 において準用する条例第三 十 一 条 の 二 」 と読み替えるものとする。

第 十条第三 項 第 一 号 中 「 第 三 条 第三 項 第 一 号 」を「 第 二 条 第三 項 第 一 号 」に改め、同項第二 号 中 「 第 三 条 第三 項

第 二 号 」を「 第 二 条 第三 項 第 二 号 」に改め、同項第三 号 中「第三 条 第三 項 第三 号 」を「第二 条 第三 項 第 三 号 」に改

め 、同項第四号中「第 三 条 第三 項 第四号」を「 第 二 条 第三 項 第四号」に改め、同項第五号中「第 三 条 第三 項 第五号」

を 「 第 二 条 第三 項 第五号」に改め、同項第六号中「第 三 条 第三 項 第六号」を「 第 二 条 第 三 項 第六号」に改め、同項

第 七号中「 第 三 条 第三 項 第七号」を「 第 二 条 第三 項 第七号」に改め、同項第八号中「第 三 条 第三 項 第八号」を「 第
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二 条 第 三 項 第八号」に改め、同項第九号中「第 三 条 第三 項 第九号」を「 第 二 条 第三 項 第九号」に改め、同項第十号

中 「第 三 条 第三 項 第十号」を「 第 二 条 第三 項 第十号」に改める。

第 十 一 条 第 一 項 第 一 号 中「第四条第一 項 第 一 号 」を「第三 条 第 一 項 第 一 号 」に改め、同項第二 号 中 「 第 四条第一

項 第 二 号 」を「第三 条 第 一 項 第 二 号 」に改め、同項第四号ロ中「第四条第一 項 第四号イ」を「第 三 条 第 一 項 第四号

イ 」に改め、同項第五号 中「第四 条第一 項 第五号」を「第三 条 第 一 項 第五号」に改め、同項第六号中「第 四条第一

項 第六号」を「 第 三 条 第 一 項 第六号」に改め、同条第八項第一 号 中「栄養士」を「生 活相談員、栄養士」に改める。

第 十二 条 を次のように改める。

( 準用)

第 十 二 条 第四条から第六条までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。 こ の場合において、

第 四条中「 第 二 十 六条第二 項 」とあるのは「第 四 十八条において準用する条例第二 十 六条第二 項 」と、第五条中

「第 三 十 一 条 第 一 項 」とあるのは「 第四十 八条において準用する条例第三 十 一 条 第 一 項 」と、第六条中「第三 十

一 条 の 二 」 とあるのは「 第 四十八条において準用する条例第三 十 一 条 の 二 」 と読み替えるものとする。

第 十三 条 第三 項 第 二 号 中 「 第三条第三 項 第三 号 」を「第二 条 第三 項 第 三 号 」に改める。

第 十四条を次のように改める。

( 準用)

第 十四条第四条から第六条まで及び第八条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホl ム について準用す

る 。 こ の場合において、第四条中「第二 十 六条第二 項 」とあるのは「第 五十二 条 において準用する条例第二 十 六

条 第 二 項 」と、第五条中「第三 十 一 条 第 一 項 」とあるのは「 第五十 二 条 において準用する条例第三 十 一 条 第 一 項 」

と 、第六条中「 第 三 十 一 条 の 二 」 とあるのは「 第 五十二 条 において準用する条例第三 十 一 条 の 二 」 と、第八条中

「第 四十条第二 項 」とあるのは「第 五十二 条 において準用する条例第四十条第二 項 」と読み替えるものとする。

( 指定居宅サービス等の事 業の人 員 、 設備及び運営に関する基 準等を定 める条例施行規則の一 部 改正)

第 四条指定居宅サービス等の事業の人員 、 設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成二 十 四年石川

県 規則第五十四号)の一部を次のように改正する。

第 六条の二 中 「から第六条」を「から第六条の一ご に 改め、「 条 例第二 十 九条第三 項 」と」の下に「、 第六条の

二 中 「 第三十三条第三 項 」とあるのは「 第 四十二 条 の 三 に おいて準用する条例第三 十 三 条 第三 項 」と」を加え、同

条 を第六条の三 と し、第六条の次に次の一 条 を加える。

( 衛 生 管理等)

第 六条の二 条 例第三 十 三 条 第三 項 の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

一 当 該 指定訪問介護 事業所における感染症の予防及 びまん延の防止のための対策を検討する委員 会 ( テレビ電

話 装置その他の情報通信機器(以下「テ レビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。 )

を おおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

二 当 該 指定訪問介護事業 所におけ る感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当 該指定 訪問介護 事業所において、 訪問介護員 等に 対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び

訓 練を定期的に実施すること。

第 九条中「 か ら第六条」を「 か ら第六条の一ご に 改め、「条例第二 十 九条第三 項 」と」の下に「、 第六条の二 中

「 第三十 三 条 第 三 項 」とあるのは「第 四十七条において準用する条例第三 十 三 条 第三 項 」 と 」 を 加 える。

第 十 三 条 中「及び第五条」を「、 第五条及び第六条の二 」 に改め、「条例第二 十 七条」と」の下に「、 第六条の

二 中 「 第三十三条第三 項 」とあるのは「第 五 十九条において準用する条例第三 十 三 条 第三 項 」 と 、同条第一 号 及 び

第 三 号 中 「訪問介護員 等」 と あるのは「 訪 問入浴介護従業者」と」を加える。

第 十五条中「第五条、」の下に「第六条の二 、 」を、「 条 例第二 十 七条」と」の下に「、 第六条の二 中 「 第 三 十 三

条 第三 項 」とあるのは「第六十三 条 において準用する条例第三 十 三 条 第三 項 」と、同条第一 号 及 び 第 三 号 中 「 訪 問

介 護員 等」 と あるのは「 訪問入 浴介護従業 者」 と 」を加える。

第 十八条中「及び第五条」を「、 第五 条及び第六条の二 」 に改め、「条例第二 十 七条」と」の下に「、 第六条の

二 中 「第三 十 三 条 第三 項 」とあるのは「第 七 十九条において準用する条例第三 十 三 条 第三 項 」と、同条第一 号 及 び

第 三 号 中「訪問介護員等」とあるのは「看 護 師等」と」を加える。

第 十九条第五号中「リハビリテーション会議」の下に「 ( 条例第八十六条第一 項 に規定する訪問リハビリテーショ

ン 計画又は条例第百四十一 条 第 一 項 に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族

の 参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言 語 聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案
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に 位置付けた指定居宅サービス等(介護保険法(平成九年法律第百二 十 三 号 。 以 下「法」という。)第八条第二 十

四 項に規定する指定居宅サー ビ ス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構 成員」という。)により構成され

る 会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 た だし、利用者又はその家族(以下この号に

お いて「利用者等」という。 ) が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意

を 得なければならない。 ) をいう。以下同じ。 ) 」を加える。

第 二 十 条中「及び第五条」を「、 第五条及び第六条の二 」 に改め、「条例第二 十 七条」と」の下に「、 第六条の

二 中 「第三 十 三 条 第三 項 」とあるのは「 第 八十九条において準用する条例第三 十 三 条 第三 項 」と、同条第一 号 及び

第 三 号 中「訪問介護員 等 」とあるのは「 理 学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と」を加える。

第 二 十 二 条 第二 号 中「、歯科衛生士又は管理栄養士」を削り、同号中ニをトとし、ハの次に次のように加える。

ニ 指定居宅療養管理指導の提供に当 た っては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると

認 める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事

業 者又は居宅サー ビ ス事業者に対し、居宅サー ビ ス計画の作成、居宅サー ビ スの提供等に必要な情報提供又

は 助言を行うこと。

ホ ニの情報提供又は助言は、原則として、サー ビ ス担当者会議に参加することにより行うこと。

ヘ ホの場合において、サー ビ ス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業

者 又は居宅サー ビ ス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書 を 交付 し て行う

こ と 。

第 二 十 二 条 に次の一 号 を加える。

三 歯 科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導

イ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機能の維持

回 復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。

ロ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁 寧 に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、

療 養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

ハ 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサー

ビ スを提供すること。

ニ それぞれの利用者について、提供した指定居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録を作成す

る とともに、医師又は歯科医師に報告すること。

第 二 十 三 条 中「及び第五条」を「、第五条及び第六条の二 」 に改め、「条例第二 十 七条」と」の下に「、第六条

の 二 中 「 第 三 十 三 条 第三 項 」とあるのは「第九十八条において準用する条例第三 十 三 条 第三 項 」と、同条第一 号 及

び 第 三 号 中 「 訪 問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と」を加える。

第 二 十 七条の次に次の一 条 を加える。

( 衛生管理等)

第 二 十 七条の二 条 例第百十一 条 第二 項 の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

一 当 該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電

話 装置等を活用して行うことができるものとする。 ) をおおむね六月に一 回 以上開催するとともに、その結果

に ついて、通所介護従業者に周知徹底を図ること。

二 当 該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当 該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及

び 訓練を定期的に実施すること。

第 二 十 八条の二 中 「 及 び第二 十 七条」を「 、 第二 十 七条及び第二 十 七条の二 」 に改め、「同条第二 号 」の下に

「 並 びに第二 十 七条の二 第 一 号 及び第三 号 」を、「共生型通所介護従業者」と」の下に「、第二 十 七条の二 中 「第

百 十 一 条 第二 項 」とあるのは「第 百十五条において準用する条例第百 十 一 条 第二 項 」と」を加える。

第 三 十 五条中「及び第二 十 七条」をで第二 十 七条及び第二 十 七条の二 」 に改め、「 条 例第百六条第一 項 」と」

の 下に「 、 第 二 十 七条の二 中 「 第 百十一 条 第 二 項 」とあるのは「第百三 十 五条において準用する条例第百十一 条 第

一 一 項 」と」を加える。

第 三 十 八条の次に次の一 条 を加える。

( 衛生管理等)

第 三 十 八条の二条 例第百四十四条第二 項 の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
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当 該指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委

員 会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一 回 以上開催するとと

も に、その結果について、通所リハビリテー シ ョン従業者に周知徹底を図ること。

当 該指定通所リハビリテー シ ョン事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備するこ

と。
三 当 該指定通所リハビリテーション事業所において、通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及

び まん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

第 四十条第五項中「並 びに同項第三 号 の介護職員及び看護職員のそれぞれのうち一 人 は、常勤でなければならな

い 」を「 の うち一 人 以上は、常勤でなければならない。 ま た、同項第三 号 の介護職員 又 は看護職員 の うち一 人 以上

は 、常勤でなければならない」に改め、同項ただし書 中 「 こ の限りでない」を「生 活相談員、介護職員及び看護職

員 のいずれも常勤で配置しないことができる」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一 項 を加え

る 。
6
 

指 定短期入所生活介護事業者は、第一 項 第三 号 の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用

者 の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定訪問看護ステー シ ョン(併設事業所にあっては、

当 該併設事業所を併設する特別養護老人ホl ム 等を含む。 ) との密接な連携により看護職員を確保することとす

る 。
第 四十六条中「第五条の」を「第 五条及び第二 十 七条の二 の 」に改め、「 条 例第二 十 七条」と」の下に「、第二

十 七条の二 中 「第百十一条第二 項 」とあるのは「第 百六十八条において準用する条例第百十一 条 第二 項 」と、同条

第 一 号 及び第三 号 中 「 通 所介護従業者」とあるのは「短 期入所生活介護従業者」と」を加える。

第 四十七条第三 項 第一号イ山中「 お おむね十人以下としなければならない」を「十五人以下の範囲において、原

則 としておおむね十人以下とする」に改め、同日方イω中 「 こ の場合において、ユニットに属さない居室を改修した

も のについては、利用者同士 の 視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との聞に一 定

の 隙聞が生じても差し支えない。 」 を削る。

第 五十三 条 の 二 中 「 第 五条及び」を「第 五条、第二 十 七条の二 及 び」に改め、「条例第二 十 七条」と」の下に「、

第 二 十 七条の二 中 「 第 百十一 条 第 二 項 」とあるのは「第 百八十一 条 の 三 に おいて準用する条例第百十一 条 第二 項 」

と 、同条第一 号 及び第三 号 中 「 通 所介護従業者」とあるのは「共 生型短期入所生活介護従業者」と」を加える。

第 五十六条中「 第 五条、」の下に「第二 十 七条の二 及 び」を、「条例第二 十 七条」と」の下に「、第二 十 七条の二

中 「 第 百十一 条 第 二 項 」とあるのは「第百 八 十八条において準用する条例第百 十 一 条 第二 項 」と、同条第一 号 及び

第 三 号 中「通所介護従業者」とあるのは「短 期入所生活介護従業者」と」を加える。

第 六十二 条 中「第五条の」を「第 五 条 及び第三 十 八条の二 の 」に改め、「 条 例第二 十 七条」と」の下に「、第三

十 八条の二 中 「 第百四十四条第二 項 」とあるのは「第 二 百 四条において準用する条例第百四十四条第二 項 」と、同

条 第 一 号 及び第三 号 中 「 通 所リハビリテーション従業者」とあるのは「短 期入所療養介護従業者」と」を加える。

第 七十条中「 第 五条の」を「 第 五条及び第二 十 七条の二 の 」に改め、「 条 例第二 十 七条」と」の下に「、 第二 十

七 条の二 中 「 第 百十一 条 第二 項 」とあるのは「第 二 百 三 十 七条において準用する条例第百十一 条 第二 項 」と、同条

第 一 号 及び第三 号 中 「 通 所介護従業者」とあるのは「特 定施設従業者」と」を加える。

第 七十三 条 中 「 第 五条及び」を「第 五条、第二 十 七条の二 及 び」に改め、「 条 例第二 十 七条」と」の下に「、 第

二 十 七条の二 中 「 第 百十一 条 第 二 項 」とあるのは「第 二 百 四十八条において準用する条例第百十一 条 第二 項 」と、

同 条第一 号 及び第三 号 中 「 通 所介護従業者」とあるのは「指 定特定施設の従業者」と」を加える。

第 七十七条の次に次の一 条 を加える。

( 衛生管理等)

第 七十七条の二 条 例第二 百 六 十条第六項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

一 当 該指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員 会 (テレ

ビ 電話装置等を活用して行うことができるものとする。 ) をおおむね六月に一 回 以上開催するとともに、その

結 果について、福祉用具 専 門相談員 に 周知徹底を図ること。

二 当 該指定福祉用具 貸 与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当 該指定福祉用具 貸 与事業所において、福祉用具 専 門相談員 に 対し、感染症の予 防 及びまん延の防止のため

の 研修及び訓練を定期的に実施すること。

第 八十条中「 か ら第七十七条」を「か ら第七十七条の二 」 に改め、「 条 例第二 百 五 十五条」と」の下に「、 第七
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十 七条の二 中 「第二百六十条第六項」とあるのは「第二 百 六十五条において準用する条例第二 百 六十条第六項」と」

を 加える。

第 八十五条中「及び第五条」を「、第五条及び第六条の一ごに改め、「条例第二十七条」と」の下に「、第六条

の 二 中 「 第三十 三 条 第三項」とあるのは「第二百七十六条において準用する条例第三 十 三 条 第三 項 」と、同条第一

号 及び第三 号 中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と」を加える。

( 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則の一 部 改正)

第 五条指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成二十四年

石 川県規則第五十五号)の一 部 を次のように改正する。

第 十二 条 の二の次に次の一 条 を加える。

( 衛生管理等)

第 十二条の三 条 例第五十五条の三 第 三 項 の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

一 当 該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会 (テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができ

る ものとする。)をおおむね六月に一 回 以上開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従

業 者に周知徹底を図ること。

二 当 該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当 該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、感染症の予防及びま

ん 延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

第 十六条中「第十二 条 、第十二条の二 」 の下に「、第十二 条 の 一 一 ご を、 「 条 例 第五十二 条 の 一 一 ご と 」の下に「 、

第 十二条の三 中 「第五十五条の三 第 三 項 」とあるのは「第六十三 条 において準用する条例第五十五条の三 第 三 項 」

と 、」を加える。

第 十八条中「及び第十二 条 の二」を「、第十二 条 の二及び第十二条の三 」 に改め、「条例第五十二条の三 」 と」

の 下に「、第十二 条 の三中「第五十五条の三 第 三 項 」とあるのは「第七十五条において準用する条例第五十五条の

三 第 三項」と、同条第一号及び第三 号 中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「看護師等」と」を加える。

第 二 十 条中「 及 び第十二 条 の二」を「、第十二 条 の二及び第十二条の三 」 に改め、「条例第五十二条の三 」 と」

の 下に「、第十二 条 の三中「第五十五条の三 第 三 項 」とあるのは「第八十五条において準用する条例第五十五条の

三 第三項 」と、同条第一 号 及 び第三 号 中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「理学療法士、作業療法士又

は 言語聴覚士」と」を加える。

第 二十一 条 第 一 項 第一号中「法第八条の一ご を 「介護保険法(平成九年法律第百二 十 三 号 。以下「法」という。)

第 八条の二」に改め、「構成される会議」の下に「(テレビ電話装置等を活用して行うこと、ができるものとする。た

だ し、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話

装 置等 の 活用について当 該利 用者等の同意を得なければならない。)」を加える。

第 二十三 条 中「及び第十二条の二 」 を「、第十二条の二 及 び第十二 条の三」に改め、 「 条 例 第五十二 条 の 一 一 ご と」

の 下に「、第十二 条 の三中「第五十五条の三 第 三 項 」とあるのは「第九十四条において準用する条例第五十五条の

三 第 三項」と、同条第一号及び第三 号 中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導

従 業者」と」を加える。

第 二十四条第二 号 中「、歯科衛生士又は管理栄養士」を削り、同号中ニをトとし、ハの次に次のように加える。

ニ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護予防サー ビ スが提供されるために

必 要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護予防サー ビ ス事 業者から求めがあった場合は、

介 護予防支援事業 者又は介 護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防サービス

の 提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。

ホ ニの情報提供又は助言は、原則として、サー ビ ス担当者会議に参加することにより行うこと。

ヘ ホの場合において、サー ビ ス担当 者会議への参加 によることが困難な場合については、介護予防支援事 業

者 又は介護予防サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容をe 記 載した文書を交付して

行 うこと。

第 二十四条に次の一 号 を加える。

三 歯 科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導

指 定介護予 防 居宅療養管理指導の提供に当 たっては、 医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の心身機イ
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能 の維持回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよう、適切に行うこと。

ロ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に 対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うこと。

ハ 常に利用者の病状心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサl ビ

ス を提供すること。

ニ それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録

を 作成するとともに、医師又は歯科医師に報告すること。

第 三 十 五条の二 の 次に次の一 条 を加える。

( 衛生管理等)

第 三 十 五条の三 条 例第百二 十 二 条 第 二 項 の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

一 当 該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検

討 する委員 会 (テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 ) をおおむね六月に一 回 以上開催

す るとともに、その結果について、介護予防通所リハビリテー シ ョン従業者に周知徹底を図ること。

二 当 該指定介護予防通所リハビリテー シ ョン事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整

備 すること。

三 当 該指定介護予防通所リハビリテー シ ョン事業所において、介護予防通所リハビリテー シ ョン従業者に対し、

感 染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

第 三 十 九条第五項中「並びに同項第三 号 の介護職員 及 び看護職員 の それぞれのうち一 人 は、常勤でなければなら

な い」を「のうち一 人 以上は、常勤でなければならない。 ま た、同項第三 号 の介護職員又は看護職員のうち一 人 以

上 は、常勤でなければならない」に改め、同項ただし書中「この限りでない」を「生活相談員 、 介護職員 及 び看護

職 員 の いずれも常勤で配置しないことができる」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一 項 を加

え る。
指 定介護予防短期入所生活介護事業者は、第一 項 第三 号 の規定により看護職員 を 配置しなかった場合であって

も 、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定介護予防訪問看護ステーション(併設

事 業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホl ム 等を含む。 ) との密接な連携により看護職員

を 確保することとする。

第 四十四条の次に次の一 条 を加える。

( 衛生管理等)

第 四十四条の二 条 例第百四十条の二 第 二 項 の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

一 当 該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委 員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 ) をおおむね六月に一 回 以上開催すると

と もに、その結果について、介護予防短期入所生活介護従業者に周知徹底を図ること。

二 当 該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予 防 及びまん延の防止のための指針を整備する

ニシ」 。
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三 当 該指定介護予防短期入所生活介護事業所において、介護予防短期入所生活介護従業者に対し、感染症の予

防 及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

第 四十七条第三 項 第 一 号 イ凶中「 お おむね十人以下としなければならない」を「十 五人以下の範囲において、原

則 としておおむね十人以下とする」に改め、同号イ附中「こ の場合において、ユニットに属さない居室 を 改修した

も のについては、利用者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との聞に一 定

の 隙聞が生じても差し支えない。 」 を削る。

第 五十三 条 中 「 第 四十五条及び」を「第四十四条の二 、 第四十五条及び」に改め、「こ の場合において」の下に

「、 第四十四条の二 中 「 第 百 四 十条の二 第 二 項 」とあるのは「第 百 六 十条において準用する条例第百四十条 の 二 第

二 項 」と」を加える。

第 五 十 三 条 の 二 の 次に次の一 条 を加える。

( 準用)

第 五十三 条 の 三 第 四十四条の二 の 規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事 業 について準用する。 こ の場合

に おいて、第四十四条の二 中 「 第 百四十条の二 第 二 項 」とあるのは「第 百六十五条の三 に おいて準用する条例第

百 四十条の二 第 二 項 」と、同条第一 号 及び第三 号 中 「 介 護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「共 生型介
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護 予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

第 五十六条中「第四十四条まで」を「第四十四条のこ ま で」に改め、「条例第百四十条」と」の下に「、第四十

四 条の二 中 「 第百四 十条の二 第 二項」とあるのは「第百七十二条において準用する条例第百四十条の二第二項」と」

を 加える。

第 六十一 条 中「第十二条の二 の 」を「第十二条の二 及 び第三 十 五条の三 の 」に改め、「 条 例 第五十二 条 の三」と」

の 下に「、第三十五条の三 中 「第百二十二条第二 項 」とあるのは「第百八十二条において準用する条例第百二 十 二

条 第二項」と、同条第一号及び第三 号 中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入

所 療養介護従業者」と」を加える。

第 七十一 条 中「第十二条の二 の 」を「第十二条の二 及 び第四十四条の二 の」に改め、 「 条 例 第五十二 条 の 一 一 ご と」

の 下に「、第四十四条の二 中 「第百四十条の二第二項」とあるのは「第二百十八条において準用する条例第百四十

条 の二第二項」と、同条第一 号 及び第三 号 中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設

従 業者」と」を加える。

第 七十五条中「第十二 条 の二、」を「第十二 条 の二、第四十四条の二 、 」に改め、「 条 例 第五十二 条 の 一 一 ご と 」の

下 に「、第四十四条の二中「第百四十条の二 第 二 項 」とあるのは「第二 百三十 五条において準用する条例第百四十

条 の二第二項」と、同条第一 号 及び第三 号 中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「外部サー ビ ス利用

型 介護予防特定施設従業者」と」を加える。

第 七十八条の次に次の一 条 を加える。

( 衛生管理等)

第 七十八条の二条例第二 百 四十六条第六項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

一 当 該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員

会 (テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一 回 以上開催するととも

に 、その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。

二 当該 指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三 当 該指定介護予防福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防

止 のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

第 八十三 条 中「第七十七条、第七十八条」を「第七十七条から第七十八条のこ ま で」に改め、「条例第二百四十

二 条第三項」と 」の下に「 、 第七十八条の二 中 「 第二百四 十六条第六項」とあるのは「 第二百五十 四条において準

用 する条例第二百四十六条第六項」と」を加える。

第 八十七条中「及び第十二条の二 」 を「、第十二条の二 及 び第十二 条の三」に改め、 「 条 例 第五十二 条 の 一 一 ご と」

の 下に「、第十二 条 の三中「第五十五条の三 第 三 項 」とあるのは「第二 百六 十 三 条 において準用する条例第五十五

条 の三第三項」と、同条第一 号 及び第三 号 中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」

と 」を加える。

( 指定介護老人福祉施設の人員 、 設備及び運営に関する基 準を定める条例 施行規則の一 部 改正)

第 六条指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成二十四年石川県規則

第 五十六号)の一 部 を次のように改正する。

第 二条第一 項 第四号中「栄養士」の下に「又は管理栄養士」を加え、同条第三 項 ただし書を次のように改める。

た だし、入所者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。

第 二条第八項中「指定地域密着型サー ビ ス基準」を「 指 定地域密着 型サ ー ビ スの事業 の 人 員 、 設備及び運営に関

す る基準(平成十八年厚生労働省令第三 十 四号ごに改める。

第 九条第一 号 中「委員会」の下に「(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)

を 活用して行うことができるものとする。)」を加え、同条第三 号中 「研修」の下に「 並びに感 染症の予防及びまん

延 の防止のための訓練」を加える。

第 十条第三号中「委員会」の下に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加え、同

条 に次の一 号 を加える。

四 前 三 号に掲げる措置を適切 に実施するための担当 者を置くこと。

第 十条の次に次の一 条 を加える。

( 虐待の発生又はその再発の防止のための措置)

第 十条の二条例第四十条の二 の 規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
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当 該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用し

て 行うことができるものとする。 ) を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業

者 に周知徹底を図ること。

二 当 該指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備すること。

三 当 該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に

実 施すること。

四 前 三 号 に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第 十一 条 第 一 項 第 一 号 イ川中「おおむね十人以下としなければならない」を「十 五人以下の範囲において、原則

と しておおむね十人以下とする」に改め、同号イ中ωを 削り、凶をωと する。

( 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則の一 部 改正)

第 七条介護老人保健施設の人員 、 施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(平成二 十 四年石川

県 規則第五十七号)の一部を次のように改正する。

第 二 条 第 一 項 第五号中「 栄 養士」の下に「 又 は管理栄養士」を加え、同条第三 項 ただし書中「介護老人保健施設

( ユニット型介護老人保健施設を除く。 以 下この項において同じ。 ) にユニット型介護老人保健施設を併設する場

合 の介護老人保健施設及びユニット型介護老人保健施設の介護職員 を 除き、」を削り、同条第六項及び第七項中

「 栄養士」の下に「若しくは管理栄養士」を加える。

第 十一 条 第 一 号 中「委員 会 」の下に「(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テ レビ電話装置等」とい

う 。 ) を活用して行うことができるものとする。 ) 」を加え、同条第三 号 中「研修」の下に「並 びに感染症の予防及

び まん延の防止のための訓練」を加える。

第 十二 条 第 三 号 中「委員 会 」の下に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 ) 」を加え、

同 条に次の一 号 を加える。

四 前 三 号 に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

( 指定介護療養型医療施設の人員 、 設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一 部 改正)

第 八条指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成二 十 四年石川県規

則 第五十八号)の一 部 を次のように改正する。

第 二 条 第 一 項 第 一 号 イ中「、薬剤師及び栄養士」を「及び薬剤師」に改め、同号中ホをへとし、ニの次に次のよ

う に加える。

ホ 栄養士又は管理栄養士療養病床が百 以 上の指定介護療養型医療施設にあっては、一 以 上

第 二 条 第 一 項 第 三 号 イ中「、薬剤師及び栄養士」を「及び薬剤師」に改め、同号中へをトとし、ホの次に次のよ

う に加える。

へ 栄養士 又 は管理栄養士 老 人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数が百以上の指定介護療

養 型医療施設にあっては、一 以 上

第 二 条 第 三 項 中 「 第 一項第一 号 ホ及び同項第三 号 へ」を「第一 項 第 一 号 へ及び同項第三 号 卜」に改める。

第 十 一 条 第 一 号 中 「 委 員 会 」の下に「(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テ レビ電話装置等」とい

う 。 ) を活用して行うことができるものとする。 ) 」を加え、同条第三 号 中 「 研 修」の下に「 並 びに感染症の予防及

び まん延の防止のための訓練」を加える。

第 十二 条 第三 号 中 「 委 員 会 」の下に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 ) 」を加え、

同 条に次の一 号 を加える。

四 前 三 号 に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

第 十三 条 第 一一 項 第 一 号 イ ω 中 「おおむね十人以下としなければならない」を「十 五人以下の範囲において、原則

と しておおむね十人以下とする」に改め、同号イ中川を削り、日間を凶とする。

第 十四条第一 項 第 一 号 イ 問中「おおむね十人以下としなければならない」を「十 五人以下の範囲において、原則

と しておおむね十人以下とする」に改め、同号イ中川を削り、仰を凶とする。

( 介護医療院の人員 、 施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則の一 部 改正)

第 九条介護医療院の人員 、 施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(平 成 三 十 年石川県規則第

七 号)の一 部 を次のように改正する。

第 二 条 第 一 項 第五号中「 栄 養士」の下に「 又 は管理栄養士 」 を加え、同条第三 項 ただし書 中 「 介 護医療院(ユニッ

ト 型介護医療院を除く。 以 下この項において同じ。 ) にユニット型介護医療院を併設する場合の介護医療院及びユ
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ニ ット型介護医療院の介護職員を除き、」を削る。

第 十一 条 第 一 項 第 一 号 中「委員会」の下に「(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下

と いう。 ) を活用して行うことができるものとする。)」を加え、同条第三 項 中「研修」の下に

防 及びまん延の防止のための訓練」を加える。

第 十二 条 第三 号 中「委員会」の下に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」

同 条に次の一 号 を加える。

四 前 三 号に掲 げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

附 則

( 施行期日)

1 こ の規則は、令和三 年 四月一 日 から施行する。

( ユニットの定員に係る経過措置)

2 こ の規則の施行の日以降、当分の問、第三 条 の規定による改正後の特別養護老人ホl ム の設備及び運営に関する

基 準を定める条例施行規則(以下「新特別養護老人ホl ム 基準条例施行規則」という。)第七条第三 項 第一 号 イ川

及 び第十三 条 第三 項 第 一 号 の規定に基づき入居定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型特別養護老人ホー

ム は、新特別養護老人ホ1 ム 基準条例施行規則第三 条 第 一 項 第四号イ及び第八条(新特別養護老人ホ1 ム 基準条例

施 行規則第十四条において準用する場合を含む。 ) の基準を満たすほか、ユニット型特別養護老人ホー ム における

夜 間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるもの

と する。

3 前項の規定は、第四条の規定による改正後の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を

定 める条例施行規則(以下「新 指定居宅サービス基 準等条例施 行規則」という。 ) 第四十七条第三 項 第 一 号 イ問、

第 五条の規定による改正後の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施

行 規則(以下「新 指定介護予防サービス基準等条例施行規則」という。 ) 第四十七条第三 項第一号イ ω、 第六条の

規 定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員 、 設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新 指

定 介護老人福祉施設基準条例施行規則」という。 ) 第十一 条 第 一 項 第 一 号 イ川並びに第八条の規定による改正後の

指 定介護療養型医療施設の人員 、 設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「 新指定介 護療養型医療

施 設基準条例施行規則」という。 ) 第十三 条 第 一 項 イ仰及び第十四条第一 項 イ ω の 規定の適用について準用する。

こ の場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中間表の中欄に掲げる字 句は、 同表の下欄

に 掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

「 テレビ電話装置等」

「 並びに感染症の予

を 加え、
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一 項 イ凶 第 八条(新特別養護老人ホl ム 基準条例施行

規 則第十四条において準用する場合を含む。)

第 十六条

こ の規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行の後に増築され、

又 は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この項において「居室等」という。)であっ

て 、第三 条 の規定による改正前の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第七条第

三 項 第一 号 イ ω及 び第十三 条 第三項第一 号 、第四条の規定による改正前の指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及 び運営に関する基準等を定める条例施行規則第四十七条第三 項 第一 号 イ ω (後 段に係る部分に限る。)、第五条の

規 定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員 、 設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第

四 十七条第三 項第一号イ 川(後段に係る部分に限る。 ) 、第六条の規定による改正前の指定介護老人福祉施設の人員 、

設 備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第十一 条 第一 項 第 一 号 イ川並びに第八条の規定による改正前の指

定 介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第十三条第一 項 第一 号 イ ω の 規定

の 要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。

( 事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

5 こ の規則の施行の日から起算して六月を経過する日までの問、第一 条 の規定による改正後の軽費老人ホl ム の設

備 及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新軽費老人ホl ム 基準条例施行規則」という。)第九条第

四 号(新軽費老人ホl ム 基準条例施行規則附則第十九項において準用する場合を含む。 ) 、第二 条 の規定による改正

後 の養護老人ホl ム の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新養護老人ホーム基準条例施行規

則 」という。 ) 第六条第四号、新特別養護老人ホーム基準条例施行規則第五 条第四 号(新特別養護老人ホーム基 準

条 例施行規則第九条、第十二条及び第十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例施

行 規則第十条第四号(新指定介護老人福祉施設基準条例施行規則第十四条において準用する場合を含む。 ) 、第七条

の 規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(以

下 「新 介 護老人保健施設基準条例施行規則」という。 ) 第十二 条第四 号 ( 新介護老人保健施設基準条例施行規則第

十 六条において準用する場合を含む。 ) 、新指定介護療養型医療施設基準条例施行規則第十二 条第四 号(新指定介護

療 養型医療施設基準条例施行規則第十七条において準用する場合を含む。)及び第九条の規定による改正後の介護

医 療院の人員 、 施設及び設備並びに運 営に関する基準を定める条例 施行規則(以下「 新介護医療院 基準条例施行規

則 」という。 ) 第十二 条 第四号(新介護医療院基準条例施行規則第十六条において準用する場合を含む。)の規定の

適 用については、これらの規定中「担当者を置くこと」とあるのは、「担当者を置くよう努めること」とする。

( 介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

6 こ の規則の施行の日から令和六年三 月三十 一 日 までの問、新軽費老人ホ1 ム 基準条例施行規則第八条第三 号 ( 新

軽 費老人ホーム基準条例施行規則附則第十九項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例施行規

則 第五条第三 号 、新特別養護老人ホーム基準条例施行規則第四条第三号(新特別養護老人ホl ム 基準条例施行規則

第 九条、第十二条及び第十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例施行規則第九条

第 三 号 (新指定介護老人福祉施設基準条例施行規則第十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設

基 準条例 施行規則第十一 条 第三号(新介護老人保健施設基準条例施行規則第十六条において準用する場合を含む。)、

新 指定介護療養型医療施設基 準条例 施行規則第十一 条 第三 号 (新指定介護療養型医療施設基準条例施行規則第十七

条 において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例施行規則第十一 条 第三 号 (新介護医療院基準条例施

行 規則第十六条において準用する場合を含む。 ) の規定にかかわらず、軽費老人ホl ム 、養護老人ホl ム 、特別養

護 老人ホー ム 、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業

者 又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症

の 予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

4
 

指 定障害福祉サー ビ スの事 業等の人 員 、

則 をここに公布する。

令 和三 年 三 月 二 十 五日

設 備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則等の一 部 を改正する規

石 川県知事谷 本 正 憲

石 川県規則第九号

指 定障害福祉サービスの事業 等の人 員 、 設備及び運営に関する基 準等を定 める条例施行規則等の一 部 を



- '" 4 4哨ロ ω 有 印通自由( u 計 調司) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々

改 正する規則

( 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則の一 部 改正)

第 一 条 指定障害福祉サー ビ スの事業等の人員 、 設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成二 十 四年

石 川県規則第六十一 号 )の一 部 を次のように改正する。

第 四十八条中第五項を削り、 第 六項を第五項とする。

第 四十九条第二 項 中「第四項まで及び第六項」を「第五項まで」に改める。

第 五十八条第三 項 中「指定共同生活援助の」を「指定共同生活援助事業所の」に改める。

第 五十九条の二 の 見出し並びに同条第四項及び第五項中「日中サービス支援型指定共同生活援助の」を「日中サー

ビ ス支援型指定共同生活援助事業所の」に改める。

第 五十九条の四の見出し及び同条第三 項 中「外部サービス利用型指定共同生活援助の」を「外部サービス利用型

指 定共同生活援助事業所の」に改める。

第 六十条第一 項 中 「 及 び第五項」を削り、同条第二 項 中「及び第六項」を「及び第五項」に改める。

( 指定障害児通所支援の事業等の人員 、 設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則の一 部 改正)

第 二条指定障害児通所支援の事業等の人員、 設 備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則 (平 成二十四年石

川 県 規則第五十九号)の一 部 を次のように改正する。

第 二条第一 項 第 一 号 中「、保育士又は障害福祉サー ビ ス 経験者」を「又は保育土」に改め、 同 条第二 項 中「の機

能 訓練担当職員」の下に「 又は看護職 員 ( 以下 「 機 能 訓練担当職員等」という。 ご を加え、「 当該機能訓 練担当 職

員 」を「当該機能訓練担当職員等」に、「、保育士又は障害福祉 サ ービス経験者」を「又は保育士」に改め、同条

第 四項中「、 保 育士又は障害福祉サービス経験者」を「又は保育士」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 第 二 項 の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一 項 第一 号 の児童指導員又は保育士の合

計 数の半数以上は、児童指導員又は保育士 でなけ ればならない。

第 三条第二 項 中「機能訓練担当職員」を「機能訓練担当職員等」に改め、同条第三 項 第三号中「前二 号 」を「前

三 号」に改め、 同号を同項第四号とし、同項第二 号の 次に次の一 号 を 加 え る。

三 看 護職員医療的ケアを行うために必要な数

第 三条第三 項 に次の一号を加える。

五 前号の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一 項 第二号イ の 児童指導員及び保育士の

総 数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

第 九条第一 号 中「、 保 育士又は障害福祉サー ビ ス 経験者」を「又は保育士」に改め、同条第三号を削る。

第 十五条第一 項 第 一 号 中「、保育士又は障室旦循祉サービス経験者」を「又は保育士」に、「、保育士及び障害福

祉 サー ビ ス経験者」を「又は保育士」に改め、同条第二 項中 「 機 能訓練担当職員 」を「機能 訓練担当職員等」に、

「、 保 育士及び障害福祉サービス経験者」を「又は保育士」に改め、同条第四項中「、保育士及び障害福祉サービ

ス 経験者」を「又は保育士」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 第 二 項 の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一 項 第一 号 の児童指導員又は保育士の合

計 数の半数以上は、児童 指導員又は保 育士 でなければならない 。

第 十七条第一 項 第 一 号 中「、保育士又は障害福祉サービス経験者」を「又は保育士」に、「、保育士及び障害福

祉 サービス経験者」を「 又は保 育士」に改め、同条第二 項を削 る。

第 十九条中「第二十八条第八項」を「第二 十 八条第九項」に改める。

附 則第三 項 中「第三条第一一 項 第 二 号 イ 」 の下に「及び第三 項 第 一 号 」を、「合計数以上」」の下に「と、 同 号中

「 言語聴覚士員数は、 指定児童 発達支援の単位 ごとに四以上とすること。」 と あるのは「聴能訓練担当職員(聴能

訓 練を担当 す る職員をいう。 ) 及び言 語機能 訓練担当職員(言語機能の訓練を担当 す る職員をいう。 ) それぞれ二 以

上 」」を加える。

( 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則の一 部 改正)

第 三条指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成二 十 四年石川 県 規

則 第六十号)の一 部 を次のように改正する。

第 二 条 第 一 項 第 三 号 イ川中「四・三 」 を「囚」に改め、同号イω中 「障害児である乳児又は幼児(以下「乳幼児」

と いう。)の数を四で除して得た数及び障害児である少年の数を五で除して得た数の合計数」を「障害児の数を四

で 除して得た数」に、「当該合計数」を「当該数」に改める。

第 三条第一 項 第三 号 中「乳幼児」を「乳児又は幼児(第八条第一 項 第二号イ凶において「乳幼児」という。ごに
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改 める。

( 指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則の一 部 改正)

第 四条指定障害者支援施設の人員、 設 備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則 (平 成二 十 四年石川 県 規則

第 六十二 号 ) の 一 部 を次のように改正する。

第 二 条 第四 項 中第五号を削り、第六号を第五号とする。

第 三 条 第 一 項 中「第四項第四号及び第五号」を「第四項第四号」に改め、同条第二 項 中「第四項第三 号 及び第六

号 」を「 第 四項第三 号 及び第五号」に改める。

( 障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一 部 改正)

第 五条障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成二 十 四年石川県規則第六十

三 号 )の一 部 を次のように改正する。

第 十四条中第六項を削 り、 第 七項を第六項とする。

第 十五条第二 項 中 「 第 五項まで及び第七項」を「第六項まで」に改める。

第 二 十 三 条 第 一 項 中「及び第六項」を削り、同条第二 項 中 「 第 七項並びに」を「第六項並びに」に改める。

( 障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一 部 改正)

第 六条障害 者 支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 (平 成二 十 四年石川 県 規則 第 六十六号)

の 一 部 を次のように改正する。

第 四条第六項中第五号を削り、第六号を第五号とする。

第 五条第一 項 中「第六項第四号及び第五号」を「第六項第四号」に改め、同条第二 項 中「第六項第三 号 及び第六

号 」を「 第 六項第三 号 及び第五号」に改める。

(児 童 福祉 施 設 の設備及び運営に関する基準を定める条例施行 規則の 一 部 改正)

第 七条児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成二 十 四年石川県規則第六十七号)の

一 部 を次のように改正する。

第 十六条第一 項 中 「 四 ・ 一 一 ご を 「 四 」に改め、同条第三 項 中「乳幼児おおむね四人につ会ニ 人 以上、少年おおむ

ね 五人」を「 児 童おおむね四人」に改める。

第 二 十 条第一 号 中 「 及 び機能訓練担当職員」を「、機能訓練担当職員 及 び看護職員 」 に、 「 す ること」を「し、

そ のうち半数以上は児童指導員 又 は保育士でなければならない」に改め、同条第二 号 中 「 及 び機能訓練担当職員」

を 「 、 機能訓練担当職員及び看護職員」に改める。

附 則

( 施行期日)

1 こ の規則 は 、令和三 年 四 月 一 日 から施行する。

(経 過措置)

2 こ の規則の施行の際現に指定を受けている指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定 める条例(平成二 十 四年石川県条例第五十一 号 。 以 下「指定通所支援基準条例」という。 ) 第六条第一 項 に規定

す る指定児童発達支援事業者(次項において「旧 指定児童発達支援事業者」という。 ) に対する第二 条 の規定によ

る 改正後の指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行 規 則(以下「 新 指

定 通所支援規則」という。 ) 第二 条 第 一 項 第 一 号 、第二 項 、第四項及び第五項の規定の適用については、令和五年

三 月 三 十 一 日 までの問、同条第一 項 第 一 号 、第二 項 及び第四項中「 又 は保育士」とあるのは「、 保育士又は障害福

祉 サー ビ ス経験者」と、同条第五項中「又 は保育士の合計数」とあるのは「、 保育士又は障害 福 祉サー ビ ス経験者

の 合計数(看護職員を除く。 ) 」とする。

3 旧 指定児童発達支援事業者については、新指定通所支援規則第三 条 第三 項 第五号の規定にかかわらず、令和四年

三 月 三 十 一 日 までの聞は、 な お従前の例による。

4 こ の規則 の 施行の際現に指定通所支援基準条例第五十六条第一 項 に規定する基準該当児童発達支援に関する基準

を 満たし て いる基準該当児童発達支援事業者(次項において「旧 基 準該当児童発達支援事業者」という。)につい

て は、新指定通所支援規則第九条第一 号 の規定にかかわらず、 令 和五年三 月 三 十 一 日 までの問、同号中「又は保育

士 」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者」とする。

5 旧 基準該当児童発達支援事業者については、改正前の指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関す

る 基準等を定める条例施行 規則(附則 第八項において「 旧 指定通所支援規則」という。 ) 第九条第三 号 の規定は、

令 和五年三 月 三 十 一 日 までの問、なおその効力を有する。
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こ の規則の施行の際現に指定を受けている指定通所支援基準条例第七十三 条 第一 項 に規定する指定放課後等デイ

サ ー ビ ス事業者に対する新指定通所支援規則第十五条第一 項 第一 号 、第二 項 、第四項及び第五項の規定の適用につ

い ては、令和五年三 月 三 十 一 日 までの問、同条第一 項 第 一 号 、 第 二 項 及び第四項中「 又 は保育士」とあるのは「、

保 育士又は障害福祉サー ビ ス経験者」と、同条第五項中「又 は保育土の合計数」とあるのは「、 保育士又は障害福

祉 サービス経験者の合計数(看護職員を除く。 ) 」 とする。

7 こ の規則の施行の際現に指定通所支援基準条例第七十九条第一 項 に規定する基準該当放課後等デイサービスに関

す る基準を満たし て いる基準該当放課後等デイ サービス 事業者(次項において「旧 基 準該当放課後等デイ サービス

事 業者」という。)については、新指定通所支援規則第十七条第一 項 の規定にかかわらず、令和五年三 月 三 十 一 日

ま での聞は、なお従前の例による。

8 旧 基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧指定通所支援規則第十七条第二 項 の規定は、令和五年三

月 三 十 一 日 までの問、なおその効力を有する。

9 こ の規則の施行の際現に指定を受けている指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条 例 (平成 二 十 四年石川 県 条例 第 五十二 号 )第六条第三 項 第 一 号 に規定する主として知的障害 の ある児童を入所さ

せ る指定福祉型障害児入所施設については、 第 三 条 の規定による改正後の指定障害児入所施設等の人員 、 設備及び

運 営に関する基準等を定める条例施行規則 第 二 条 第 一 項 第三 号 イ 川 の規定にかかわらず、 令 和四年三 月 三 十 一 日 ま

で の聞は、なお従前の例による。

日 この規則の施行の際現に存する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二 十 四年石川県条

例 第六十二 号 。 次 項において「 設 備運営基準条例」という。 ) 第六十七条第二 項 に規定する主として知的障害のあ

る 児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、第七条の規定による改正後の児童福祉施設の設備及び運営

に 関する基準を定める条例施行 規則 (次項において「新設備運営規則」という。 ) 第十六条第一 項 の規定にかかわ

ら ず、令和四年三 月 三 十 一 日 までの聞は、なお従前の例による。

日 こ の 規則の施行の際現に存する設備運営基準条例第八十二 条 第一 項 に規定する福祉 型 児童発達支援センターに対

す る新設備運営規則第二 十 条第一 号 の規定の適用については、令和四年三 月 三 十 一 日 までの問、同号中「し、その

う ち半数以上は児童指導員 又 は保育士でなければならない」とあるのは、「す ること」とする。

6
 

食 品衛生法施行細則等の一 部 を改正する規則をここに公布する。

令 和三 年 三 月 二 十 五日

石 川 県 知事 本谷 正 憲、

石 川県規則第十号

食 品衛生法施行細則 等 の 一 部 を改正する規則

(食 品衛生法施行細則の一部改正)

第 一 条 食品衛生法施行細則(昭和四十八年石川県規則第七十七号)の一 部 を次のように改正する。

第 十 一 条 を次のように改める。

( 条例第三 条 の規則で定める場合)

第 十 一 条 条例第三 条 の規定による規則で定める場合は、飲食店営業のうち、次に掲げる営業を行う場合とする。

一 露 店営業(露庖で営む営業をいう。 )

二 臨 時営業(臨時的に営む営業をいう。 )

2 前 項各号に掲げる営業にあっては、知事が別に定める基準を適用する。

第 十二 条 を削る。

第 十 三 条 の見出しを「(営業許可の申請及び営業の届出)」に改め、同条第一一 項 中 「 第 六十七条第一一 項 及び第二 項

の 営業許可の申請書 の 様式」を「第六十七条の申請書 及 び第七十条の二 の 届出書 」 に改め、同条第二 項 及び第三 項

を 削り、同条を第十二 条 とし、 同条 の次に次の一 条 を加える。

( 営業の許可証の交付)

第 十三 条 知事は、法第五十五条第一 項 の規定による営業の許可をしたときは、別記様式第七号による許可証を交

付 する。

第 十四条から第十 六 条までを次のように改める。

( 許可営業者の地位の承継の届出)

第 十四条法第五十六条第二 項 の規定による届出は、別記様式第八号による届出書によってするものとする。
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(制降{(;哩E)撚十同胡~ ~胆守組長4ユ十 1 '水 Q巌{\!{~1 "-tI'(<l哩五世，~1~~送信撚干ミ Eや:l"-tl'(<l哩司制m :l"-tや ν~ 1'(<l~(;-'0~1'(<l。
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別記様式第5号(第10条関係)

年 月 日

整理番号

様 ※届出者による記載は不安です。

食品衛生管理者選任(変更)届

下記のとおり、食品衛生管理者を選任(変更) したので、食品衛生法第48条第8項の規定により届け出ます。
(※営業許可申請書 ・営業届に添付する場合であって、内容が重複する項目(届出情報及び施設情報)は記載を省略する
ことができます。)

郵使番号 F̂X番号

電子メーノレアドレス 法人番号
届

者情出 届※法出人者に住あっ所ては、 所在地

(ふりがな)
報
届出者氏名
※治の名人にあっては
そ 称及び代表者の氏名 年 月 日生

施 施設の所在地

設情 (ふりがな)

報 施設の名称、屋号、商号

①全粉乳 (容最が1，400グラム以下である{uに収められたもの)

令第13条添に加規定する
②加糖粉乳 ([魚肉ハム ③食用納脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの)

食品又は 物の別 ③宮市製粉乳 ⑥魚肉ソーセージ ⑨マーガリン ⑪規格添加が物定(世、第れ13条第 1項の規定により
めらたもの)

@食肉製品 ⑦放射線照射食品 ⑮ショートニング

(ふりがな)
氏名

年 月 日生

住所

職名

職種

職務内容

選任(変更)年月日 年 月 日

|口白履営歴者書 口資附証すする書面
添付書類 業に対する関係を在る書面

備考 志向3司王tr) 電話番号

担当者
氏名
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別記様式第 6号(第12条関係)

請者申

届者出情報

(表)

様

年月 日

整理番号

※申請者、届出者による記載は不要です。

営業許可申請書・営業届(新規、継続)

食品衛生法(第55条第l項 ・第57条第l項)の規定に基づき次のとおり関係書類を提出します。

※ 以下の情報は 「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。
申請者または届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェック してくださし、。 (チェック欄 口)

郵便番号: |電話番号: FAX番号

電子メーノレアドレス 法人番号 :

申請者 ・届出者住所 ※法人にあっては、所在地

(ふりがな) (生年月日)

申請者 ・届出者氏名 ※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

年 月 日生

郵便番号: |電話番号: FAX番号

電子メーノレアドレス

施設の所在地

(ふりがな)

施設の名称、 屋号又は商号

外

施営業
一食(ふ品り一衛が一な生〕一責一任者一一の氏ー名一話一戸一胞一が制一一品出一問一時一鑑酷一 を幽一一する営一業者→l摘l資一格一釘し極た領講一習会ームj開j講ー習府食一県会管一名知祢事食一等監ー崎調一習一会躯一情一粂日一船年認一舶める一止軒寄ー周目一金一島剖目一

設情報

主として取り扱う食品、添加物、器具文は容器包装 自由記載 i 

自動販売機の型番 業態

※た引だき続しき複営業合許型可そをう受ざいけ製よ造う業とす、複る場合型合冷に限凍食る。品製造業の場合は新規の場合を吉む。

HACCPの取組 口 HACCPIこ基づく衛生管理

口 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

種業
指定成分等含有食品を取り扱う施設 口

応
じ
た

輸※出こ食の品申請取扱等施の設情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認、等のために使用します。 口
情報

営業の形態 備 考

業届営出 2 1 

3 

者担当

(ふりがな) 電話番号

担当者氏名
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(裏)

号

者官申青 法第55条第2項関係

ω??法文は同室長基づJZ溢黙1ミ?Jに処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
くった日から して 、こと。

局者情出緑 …ー…一一一 一…ー……一一一……一一 一一…一一一一一…一一 一 一…一 一 一…一 一一一…一 一…一一……一 一一……一一一一…ー…一一一 一一…
(2) 過食品衛生法第59条とから第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経

していないこ 。

(3) 法人であって、その業務を行う役員のうちに(1)(2)のいずれかに該当する者があるもの。

時胴体号制1，4007ヲム以下である叫杭…

外 17

該当には

ヨ

口

口

口

令第13条 食品文は添 口②加椅粉手L 口⑤南向ハム ロ⑧企用油脂 (脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの)

に加規物定すの別る 口③調製粉乳 口⑥晶向ソーセージ ロ⑨マーガリン ロ⑪県加物 (怯第13条第 1項の規定により規格が定められたもの)

施営業 口軍食肉製品 口⑦放射線照射食品 口⑩ショートニング

(ふりがな) 資格の種類

草報 食品衛生管理者の氏名 ※「宜品衛生管理者選任後更)届J ，， ~ I幽亜 講習会名称 年 月 日
受講した講習会

使用水の種類 自動車登録番号※自動車において調理をする営業の場合

①水道水(口水道水 口 専用水道 口 簡易専用水道)

②口①以外の飲用に適する水

飲食底のうち簡易飲食庖営業の施設 口 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 口

業積 ふぐの処理を行う施設 口

応 (ふりがな)
じ
た

富ふぐ処理者氏名 ※ふぐ処理する営業の場合 認定番号等

口 施設の構造及び設備を示す図面(事業譲渡の場合は省略可) 口

5言 口口

(飲用に適する水使用の場合)水質検査の結果 口

口

口 口

語事業援表主主沼田広三告白:，，?，"~一 一一一一 一一一一一一…一一一一一一 一一一一一一一一一一一 一
許可番号及び許可年月日 営業の種類 備考

1 
年 月 日

許種営業可業 2 3 年 月 日

年 月 日

4 
年 月 日

備考



18 令和 3年 3月 25日(木曜日) 石川 県公 報

別記様式第7号 (第13条関係)

許可番号:

営 業許可証

営 業者氏名

年 月 日付けで申請のあった営業については、

食品衛生法第55条第1項の規定により、次のとおり許可します。

許可年月日:

1. 営業の所在地

2. 営業の種類

3. 営業所の名称
屋号又は商号

4. 有効期間

5.備考

年月 日

保健所長

記

号 外
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別記様式第 8号(第14条関係)

(表)

年 月 H 

整理番号

※申請吉、 J"，出古による記載は不要です。

様

地位承継届
下記のとおり、許可営業者の地位を承継(相続 ・合併 ・分割)したので、食品衛生法(第56条第 2項 ・第57条第2項)の規定に基づき
届け出ます。

※ 以 トの情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。
申請者または屑出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にずーェックしてください。 (チェック欄 口)

※ 承継する施設が輸刑食品取扱施設の場合、申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸問時の要件確認等のために使用します。

郵使番号 F̂X番号

電了メーノレアドレス白 法人祷号 a

鍾Ma zすおるa 届 出者舎所 滋法人にあフては所在旭

の情報 一(一ふ一り一が一な一)一一一一切…叩……一一一一一…一一一一一…
生年月日 年 月 日生

届出者氏名 ※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 被相続人との続柄

郵便番号・ |電話番号 |附番号

電子メーノレアド レス

被続相人

(ふりがな)
被相続人の氏名

被相続人の住所

相続開始年月日 年 月 日

添付書類 口戸籍謄本又は 口法定相続情報一覧図の写し 口同意書(相続人が二人以上いる場合)

郵便番号:

ぷ併当、
電子メーノレアド レス

よ
合併名に称よ及りび消代滅表し者た氏法名人の

(ふりがな)
り

滅消

し 合所併在地により消滅した法人の

た

人法 合併年月日 年 月 日

添付書類 口登記事項証明書(合併後存続する法人文は設立された法人の登記事項証明書)

郵便番号 |電話番号

電子メ ーノレアドレス ・

割分円I1 分割前の表法者人のの氏名名称及び代
(ふりがな)

。〉

法
分割前の法人の所在地人

分割年月日 年 月 日

添付書類 口登記事項証明書(分割により営業を承継した法人の登記事項証明書)

19 
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(裏)

郵便番号 I平話番号 |M番号

電子メーノレアドレス

施設の所在地

(ふりがな)

主施 施設の名称、屋号、商号

号

情報設 許※可許番可営号業及のび場許合可の年み記月入日 営業の種類 備考

番号 年月日

番号 年月日

番号 年月日

番号 年月 日

祷号 年月日

郵便番号 |電話番号 11岬 骨

電チメ ーノレアドレス

施設の所在地

(ふりがな)

施

五施設の名称、屋号、商号

情報設 許※可許番可営号業及のび場許合可の年み記月入日 営業の種類 備考

番号 年月日

番号 年月日

番号 年月日

番号 年月日

番号 年月日

郵便番号 |電話番号 |M番号

電子メ ーノレア ドレス

施設の所在地

ω，りがな)

施

営楽施…設一一の一一名一称一、一屋一一号一、一商一号山一一一一一一一山一一…一白山一一一一一一一一一一一一一一一---一一一一一一

f長設室 許※可許番可営号業及のび場許合可の年み記月入円 営業の種類 備考

番号 年月日

番号 年月日

番号 年月日

番号 年 月日

番号 年月日

備考

外



令和 3年 3月 25日(木曜日) 石川 県公 報 号 外 21

別記様式第 9号(第15条関係)

(表)

年 月 日

整理番号

※ 変更がある 項目については、項目名をOで囲んでく だ さ い。 ※申請者、届出者による記載は不要です。

謹

営業許可申請書 ・営業届 (変更)

食品衛生法施行規則(第71条)の規定に基 づき次のとおり関係書類を提出します。

※以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータと して公開 します。
申請者または届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。(チェック欄 口)

郵便番号 |電話番号 FAX番号

申電子メーノレア ドレス

者請 申請者 ・届 出者 住所 ※法人にあっては、所在地

法人番号

者属情報凶 4ふり泊な) I (生年月目}

申請者・届出者氏名 ※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

年 月 日生

郵便番号 |電話番号 FAX番号

電子メーノレア ドレス

施設の所在地

(ふりがな)
圃圃園田‘・・ ・圃園田‘・・ .・園田‘・・4・ ・ 園田‘・ ・・ 圃園田‘・ ・・園田‘・・ ・・・.圃園田‘・・ ・・ ‘・4・ ・ .圃園田‘・ ・ ・圃可・・ ・・ .・ a圃園田‘'・・・・ ・・ ・・・ ・圃園田‘...... ‘・・ 園田‘ '・圃 圃圃園田‘圃圃園田‘.圃 圃圃園田‘・・ ・・圃圃園田‘・ ・圃圃園田‘・・4・ 圃園田‘圃園 田‘・

施 設の名称、 屋 号又は商号

雲範 仙州 醐噸 寸i制1~府習ー食会←県管帥肺揖吋調習会製(;mJE栄 K醐年包める晴時一帥制設f報青 食 品 衛 生責任者の氏名 諜??脂が使用された器具又は容器包装を製造する世襲者受講した講習会

主として取り扱う食品、 添加物、器具文は容器包装 自由記載

自動販売機の型番 業態

※引ただき続し、き複営合業許型可そをう受ざいけ製よ造う業とす、複る場合型合冷に限凍食る。品製造業の場合は新規の場合を含む。

HACCPの取組 口 HACCPに基づく衛生管理

口 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

空業 指定成分等合有食品を取り扱う施設 口

応
じ

情報た 輸※出こ食の品申請取扱等施の情設報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。 口

営業の形態 備考

届営業出 2 1 

3 

者担当 (ふりがな) 電話番号

担当者 氏名



22 令和 3年 3月 25日(木曜日) 石川 県公 報

(裏)

号 外

申l法第55条第2項関係 I ~~~こは
詰l山 山山山…山山川山山山…山山日山 日山山… 山 | 

者l 食品衛生法又は同法γ基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが|I (1) ~ ~[].~~~~~~I;J~~~ ..: .. ~~.:;~~~，_x. ...... ~ ~~~:J:'-.，_x.; .c r_;.Q 1，.1" (._ V./'f7YI J"CZ_ JIf;;:-.q...."/" -^-f~ T11Il J"a_ y_y) 'o.)'_ c... Ir I 
l なくなった 日から起算して2年を経過していないこと。 I

届l… ……………山日…山………………山……山…山…山 …山 日… …… 山 …日山日…山山 日山山白 川 | 

出l 食品衛生法第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経 |I (2) ~~I-I .~~~~V._"~/.J -r.-J;on V J.:;:>fÇa... "-"....，，7L.N::...''-d-. ._l1l1 '--'J".:::!..."1)'o.. 'J 1N C.qV， L"/ .Ii)I. 1N l../" / I--Ij.J-'.-J~:9T-l../ \"~-r'C!...1r.:I:. I 
者l 過していないこと。 I
情I . . . I 
報I(3) 法人であって、その業務を行う役員のうちに (1)(2)のいずれかに該当する者があるもの。 I口

口①企粉乳(容量が1，400グラム以下である而に収められたもの)

ロ②加結粉乳 口⑤晶肉ハム
令第13条に規定する食品又は添

加物の別
口③調製粉乳 口⑥漁肉ソーセージ

ロ③企用抽脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの)

口⑨マーガリン 口⑪務加物(法節目条第 1項の規定により規格が定められたもの)

営| :口@企肉製品 口⑦放射線照射食品 口⑩シヨ トエング

言|川がな) 資格の種類

言|食品衛生管理者の氏名 ※ 『食品衛生管理 組任(変更)届J叫必要 :>:11.-.. -I-__'lI~ .ð.. 講習会名称
I 受講した講習会報.

年月日

使用水の種類 自動車登録番号※自動車において調理をする営業の場合

①水道水 (口水道水 口専用水道 口 簡易専用水道)

② 口①以外の飲用に適する水

飲食!苫のうち簡易飲食府営業の施設 口 |生食用食肉の加工又は調理を行う施設 I 口

口

A
E
 

場の業営るす理処メ、、
p
b
 

迅
同
町
※

施う
名
行
氏
を
雪
理

、叶J

Z

処

湾

問

の
ヵ
処
り

7

…
抗
体
以

業
種
に
応
じ
た
情
報

認定番号等

口施設の構造及び設備を示す図面 日

常|口 (飲用に適する水使用の場合)水質検査の結果 口

書|口 口
類l
口 口

許可番号及び許可年月日 | 営 業の種類 備考

1 
年 月 日

i|l 年 月 日

年 月 日

年 月 日

備
考



令和 3年 3月 25日(木曜日) 石川 県公 報 号 外 23

別記様式第10号(第16条関係)

(表)

年 月 日

整理番号

※申請者、届出者による記載は不要です。

様

営業許可申請書・営業届(廃業)

食品衛生法施行規則(第71条 の 2) の規 定に基づき次のとおり関係書類を提出します。

※以下の情報は 「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。

申請者または届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてくださし、。(チェック欄 口)

郵便番号: |電話番号: FAX番号

z者 電子メーノレアドレス 法人番号:

申請者 ・届出者住所 ※法人にあっては、所在地

届者情報出 (ふりがな) I (生年周回}

申請者 ・届 出 者氏名 ※法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

年 月 日生

郵便番号 |電話番号: FAX番号

電子メーノレアドレス

施設の所在 地

(ふりがな)

施設の名称、 屋 号又は商号施E2主刷lt J'QとBし州てE川員f:f:五市;ゐ孟五刷説物明臨i品四時日連開日5若豆島油危~+'i'im巷十? 出の輔 食腎輯 調蟹栄醐措 食烏設情報 受講した講習会都道府県知事等の講習会(適正と認める場合を含む)

講習会名称 年月 日

自由記載

P竺世竺 1竺
HACCPの取組 口 HACCPに基づく衛生管理

口 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

情機種に応業たじ

指定成分等含有食品を取り扱う施設 口

輸※出こ食の品申請取扱等施の設情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。 口

営業の形態 備考

届営業出 2 1 

3 

廃業 年 月日

ω、りがな) 電話番号

担者当 担当 者氏名
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(裏)

号

法第55条第2項関係、

請者申
(1) 食な品衛な生法文は同法起算に基づ2く年処を分経に過違し反てしいてな知し|に処せられ、 その執行を終わり、文は執行を受けることが

く った 日から して 、こと。
属者情報例 一一 一一一一一一一一一……一 一 一一 一一一一一一一一 一…一 一一 一一一 一一一 一一 一一一一 一一 一一一 一……ー…一一一一

(2) 食過品衛生法な第59条とから第61条までの規定により 許可を取り消され、その取消 しの日から起算して2年を経
してい いこ 。

(3) 法人であって、その業務を行う役員のうちに (1)(2)のいずれかに該当する者があるもの。

担@胡札{容量的 400)"7A以''''''Q缶四められたもの}

外

該当には
回

口

口

口

令第13条 食品文は添 口②加糖粉乳 ロ@晶肉ハム 口@企用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの)

に加規物定すの別る 口③調製粉乳 口⑥魚肉ソーセージ 口⑨マーガリン ロ⑪添加物{法第13晶第 l項の規定により規格が定められたもの)

施営業 口@食肉製品 口⑦放射線照射企品 目⑩γ ョートエング

(ふりがな) 資格の種類

草報 食品衛生管理者の氏名 斑「食品衛生管理者選任伽届Jも問要 講習会名称 年 月 日
受講した鰐習会

使用水の種類 自動車登録番号※自動車において調理をする営業の場合

①水道水(口水道水 口 専用水道 口簡易専用水道)

② 口 ①以外の飲用に適する水

飲食庖のうち簡易飲食唐営業の施設 口 生食用食肉の加工又は調理を行 う施設 口

喜ふぐの処理を行う施設 口

E tふりがな)

情報た ふぐ処理者氏名 ※ふぐ処理する営業の場合 認定番号等

口 施設の構造及び設備を示す図面 口

言類書 口口
(飲用に適する水使用の場合)水質検査の結果 口

口

口 口

許可番号及び許可年月 日 営 業の種類 備考

1 
年 月 日

許営業 2 

年 月 日

種可業 3 

年 月 日

4 
年 月 日

備考



令和 3年 3月 25日(木曜日) 石川 県公 報 号 外 25(部担保母制富士活慢!と票~(; 1 話会l福岡-r t(ð~安置)
総11<<* 誠融通E制富士活慢に黒豆(官長国十 1 1 羽ー ド早ミl!IIlE早~~棋十j( rrや) (; 1 .話会l告訴(;.Lt，C"¥は部同-rt(d。

12 製菓衛生師法第 8条の規定による免許の取消処分を受けたことの有無亘同車~î式首長川 rr!t'岳 会)
(あるときは、処分都道府県名、処分年月日及び処分を受けた理由) J 

12 製菓衛生師法第 8条の規定による免許の取消処分を受けたことの有無

(有の場合は、処分都道府県名、処分年月日及び処分を受けた理由)

有・無 ~' 1戸籍抄本」会J 1戸籍謄本、戸

3 旧姓・通称名併記の希望の有無(有の場合は、希望する旧姓・通称名)

有・無(旧姓・通称名 ) J 

籍抄本又は本籍地記載の住民票の写しJ~' 1覚せし、剤」会J 1覚醒剤」己認定時。

呂田経hl首長田rr!t'任 15 免許年月日 年 月 日登録番号第 号 」必l

15 旧姓・通称名併記の希望の有無(有の場合は、希望する旧姓・通称名)

有・無(旧姓・通称名 ) ~部去の。
6 免許年月日 年 月 目撃録番号第 号(~;::"\ - I\ 入、判*巡慢!と累~(; 1 .話会l話同かの蝦亘)

首長111<<* ξ:'\;::"\-\\ 入、縦士自慢に黒豆(官長同十長崎時三1!IIlE~展宣告成同十川 口幹) (; 11話会)気(;.Lt，Ç"\~部同いの。
| ふりがな

墨田謎官首長田rr!t'-Eト ω 
| 氏 名

ふりがな (氏) (名)

氏 名 ~定予定的。
旧姓・通称名

旧姓・通称名併記の希望 有・無ERd型経hl~ -\J rr!t'会l 女~ (;.Lt小~吉~~訟の。
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当b tf¥ 
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}倒

i甫
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諸島

( 勢ヰ嚇 猫)

冶 弔問

百 識課斗円d 1誠 学〆斗円M E1識 叫印鰐制泊叫同 温 酬明

ト
・4

l'
V 

議 叫叫 μ い 3 通 覧耳 団 非同問糠温議〉品什斗利引い~川。

( 石川県ふぐの処理等の規制に関する条例施行規則の一 部 を改正する規則)

第 四条石川 県 ふぐの処理等の規制に関する条例施行 規 則(平成十八年石川 県 規則第五十二 号 ) の 一 部 を次のように

改 正する。

第 五条第二 項 第三 号 中「覚せい剤」を「覚醒剤」に改める。

第 六条を次のように改める。

第 六条削 除

第 十五条第一 号 イ 及 、びロを次のように改める。

イ 水 産 食品の衛生に関する知 識

ロ ふぐに関する一般知識

第 十五条第一 号 ハ及びニを削る。

別 表第一 備 考 一 中 「 ( 佐 賀県と長崎県との境界と有明海に面する陸岸との交点から福岡 県 と熊本県との境界と陸

岸 との交点に至る直線以南の海域に限る。)、 橘湾 」を「(長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、熊本県染岳

か ら高松山三 角 点に至る直線、熊本県天草上島恵比 須 鼻から大矢野岳に至る直線、熊本県三角灯台から中神島を経

て 三 角 岳に至る直線及び陸岸によって固まれた海面のうち、長崎県及び佐賀県の県境から熊本県及び福岡県の県境

ミ主
rn
 



4 4哨ロ ω 有 印通自由( u 計 調司) 剖 期 r、2 ....， 緬 bラ 加々 ミ主

に 至る直線より南側の海面をいう。 ) 、橘湾(長 崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線、 長 崎県脇岬南端から南に

樺 島に至 る 直線、樺島南端から熊本県魚貫崎に至 る 直線及び陸岸によって固まれた海面をいう。 ご に改める。

別 表第二 を 次のように改める。

別 表 第二 削 除

別 表第三 第 六号及び第七号を次のように改める。

六 ふぐ処理 施設は、作業、 検 査 及び清掃等を十分にすることのできるよう必 要 な照度を確保できる機能 を備え

λ ご 」 B ど 。

七 ふぐ処理施設には、従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。

な お、 水栓は、洗浄後の手 指の再汚染が防止できる構造であるこ と。

別 表第三 第 九号を次のように改める。

九 ふぐ処理施設 には、 食品、添加物、器具 、 容器等 及び食用のふぐの処理に使用した器具等を洗浄するため、

必 要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の流水式洗浄設備を設けてあること。

別 表 第三 第 十 一 号 中 「 こ と 。」 の 下に「 な お、ふぐを凍結する場合にあっては、ふぐを摂氏マイナス十八度以下

で 急速に凍結できる機能を備える冷凍の設備を有すること。」 を 加え、同表第十三 号を 次のように改める。

十 三 ふ ぐ処理施設には、食用のふぐの除去した卵巣、 肝臓 等の有毒 な 部位の保管をするため、 施 錠できる容器

等 を備えてあること。

別 表第三 第 十七号を次のように改める。

十 七前号の便所は、作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であり、専用の流水式手洗い設備を有すること。

別 記様式第一 号 中「神咋τ塑 」を「神田畑聖」に、
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に 改める。

別 記様式第 四号中注予 当幹琳 JjD
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( 石川県調 理師法施 行細則の一 部 改正)

第 五条石川 県 調理師法施行細則(昭和三 十 四 年 石 川 県 規則第三 十 四号)の一 部 を次のように改正する。

第 三条の見出し中「受講願書」を「受験願書」に改め、 様式第 二 を 次のように改める。
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様式第 2 (第3条関係)

調理業務従事証明書

Z12| li| 年 月 日

上記の者は、下記のとおり調理の業務に従事したことを証明します。

1 施設名
4調理業務の内容

*飲料調製、食肉処理、製菓・製ノ号ン、あん類
製造、水産製品製造、製麺に係る業務を除く。

T 

2 所在地 都道

府県

3 電話番号

( 1 )給食施設 開設・許可年月日

提供回数 1日 回

提供食数 1日平均 食 年 月 日

(施設の種類) 廃業年月日 *廃業施設のみ

ア寄宿舎イ学校ウ病院 工事 業 所

オ社会福祉施設カ介護老人保健施設 年 月 日

5 施設区分 キ矯正施設ク自衛隊ケ給食センター

コその他( 許可(届出)保健所
(営業許可施設は必須)

(2)飲食庖等の営業許可施設

(施設の種類)

ア 飲食庖営業(喫茶庖営業を除く) 許可(届出)番号

イ 魚介類販売業 (営業許可施設は必須 ・廃業施設は空欄可)

ウ そうざい製造業

エ複合型そうざい製造業

( 1 )正規職員
勤務時間

6 勤務形態
1日当たり 時間

上記勤務時間での勤務日数
( 2)正規職員以外(パート ・アルバイ トなど)

1週間当たり 日

年 月 日から 合計 年 ヶ月
7 従事期間

年 月 日まで (除算期間: 年 ヶ月)

8 証明日 年 月 日

施設名 10実印又は職印

住所
9 証明者

電話番号

役職 |氏名 | 



4 4哨ロ ω 有 印通自由( u 計 調司) 剖 期 p
。
にp緬 bラ 加々 ミ主

( ふるさと石川の環境を守り育てる条例施行規則の一 部 改正)

第 六条ふるさと石川 の 環境を守り育てる条例施行規則(平成十六年石川 県 規則第五十一 号 ) の 一 部 を次のように改

正 する。

第 四 十 三 条 の見出しを「 ( 音 量 制 限の対象となる飲食盾営業ごに改め、同条中「 営業は 、」の下に「 飲 食庖営業

( 」 を加え、「に掲げる飲食庖営業及び同条第二 号 に掲げる喫茶庖営業のうち、 客席を設けて行う営 業(以下「飲

食 庖営業等」という」を「に 規定するもののうち客席を設けて行う営業をいう。 以 下同じ」に改める。

第 四十四条の見出 し、第四十五 条第二 号 及び別 表第 三 中 「 飲食庖営業等」を「飲食盾営業」に改める。

別 記様式第二 十 八号中「 界 ゆ田時糠披」を「舜ゆ岡、時株」に改める。

附 則

( 施行期日)

1 こ の規則は、令和三 年 六月一 日 から施行する。 た だし、第二 条 及び第三 条 の規定、第四条中石川県ふぐの処理等

の 規制に関する条例施行規則別記様式第一 号 及び別記様式第四号の改正規定並びに附 則第五項の規定は、令和三 年

四 月 一 日 から施行する。

( 経過措 置)

2 こ の規則の施行の際現に食品 衛生法等の一 部 を改正する法律(平成三 十 年法律第四十六号)第二 条 の規定による

改 正前の食品衛生法第五 十 二 条 第 一 項 の許可を受けて営業を行っている者については、同条第三 項 の有効期間の満

了 する日 ま では、 第 一 条 の規定による改正前の食品衛生法施行細則(以下「旧 規則」という。 ) 第 十五条から第十

八 条 までの規定は、なおその効力を有する。

3 旧 規則第十四条の許可の標識は、この規則の施行の日以後も、なお当 分 の間使用することができる。

4 こ の規則の施行の際現 に旧規則第二十条第一 項 及び第三 項 の規定による届出をして営業を行っている者について

は 、旧規則第二 十 一 条 の規定は、なおその効力を有する。

5 こ の規則による改正前のそれぞれの規則に基づき作成した用紙は、なお当分の問、所要の調整をして使用するこ

と ができる。
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